
飯山地区維持作業請負契約書（案） 
 
１ 作 業 名   飯山地区維持作業 

２ 契 約 金 額    ￥－ 

（内取引に係る消費税及び地方税の額 ￥－） 
 
３ 作 業 場 所    長野県飯山市、下高井郡木島平村、野沢温泉村、下水内郡栄村 
 
          木島平、野沢、水内森林事務所管内林道等 
 
４ 作 業 内 容    飯山地区維持作業仕様書のとおり。 
 
５ 契 約 期 間    契約締結日の翌日から 
          令和 7 年 9 月 18 日まで 
      
６ 契約保証金   免除する。 
 
  上記，作業について，発注者 分任支出負担行為担当官 北信森林管理署長 
林 満（以下「甲」という。）と受注者 ○○ ○○ ○○（以下「乙」という。）とは，

以下の契約条件により本契約を締結し信義に従って，これを誠実に履行する。 
この契約の証として本書２通を作成し，当事者双方記名押印のうえ各自１通を保有 

する。 
 

令和 年 月 日 
 
 
発注者（甲） 住 所   長野県飯山市大字飯山 1090-1 

         氏 名    分任支出負担行為担当官 
                北信森林管理署長 林 満 
 
 
 
 

受注者（乙） 住 所 
         氏 名 
 









林道維持作業施工管理基準

１ 目的

この基準は、林道維持作業の施工について契約書類に定められた作業期間、目的物の出来形

及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

２ 管理の項目及び方法

(1) 施工管理の内容

項 目 種 目 内 容

工 程 管 理 作業の進行管理 作業工程表を作成し、これに基づき作業を適

期に施工するとともに、作業が契約期間内に完

成するよう管理する。

作業経過の記録 作業日報に作業の経過、指示、承諾、協議事

項等を記録する。

出来形管理 出来形数量の計算 出来形野帳等に基づき、出来形数量を算出す

る。

写 真 管 理 作業写真の撮影 着手から完成までの作業経過、出来形、品質

及び編集 管理の実施状況、災害の状況等の写真を撮影し

編集する。

(2) 工程管理

1) 作業の進行管理

ア 作業の進行管理は、工程表に基づき適正に管理しなければならない。

イ 作業工程表の作成に当たっては、作業が適期に施工できるよう十分に検討しなけれ

ばならない。なお、計画と実行に著しい差異が生じた場合は、その対策を講じて変更作業

工程表を作成しなければならない。

2) 作業経過の記録

作業の進行管理の資料とするため、着工から完成までの日々について、天候、作業内容、

機械稼働、出役人員、概略の出来形数量、作業事項などを記入した作業日報等を作成しな

ければならない。

(3) 出来形管理

1) 出来形数量の計算

出来形数量の計算は、出来形野帳等に基づき所定の様式により実施するものとする。

(4) 写真管理

1) 作業写真の分類

作業写真は、次のように分類する。

着工前及び完成写真

作業写真
作業状況写真

安全管理写真

その他（災害、環境等）



2) 作業写真の撮影

ア 作業写真については、作業の状況が判明できるよう時期を逸せず、適切かつ正確に撮

影

するものとする。また、路線ごとの撮影箇所は次の通りとする。

作 業 種 撮 影 箇 所

路 肩 整 備 工 施工箇所の始点、５００ｍごと、終点

イ 撮影に当たっては、原則として次の項目を記載した小黒板、標尺等を被写体として共

に写し込むものとする。

① 作業年月日 ④ 路線名

② 作業名 ⑤ 測点（位置）

③ 作業項目 ⑥ その他参考となる事項

3) 写真の色彩

写真は原則としてカラーとする。

4) 写真の大きさ

写真の大きさは、原則としてサービスサイズ（約7.6×11.2㎝）とする。

ただし、監督員が指示するものは別サイズとする。

5) 写真の整理方法

作業写真は、工種別に整理するものとする。

6) 作業写真帳の大きさ

作業写真は、Ａ４判を標準とする。

7) 作業写真帳の提出

作業写真帳の提出は、次によるものとする。

ア 作業写真帳は、作業完成時に１部提出する。

イ 監督員が特に指示する写真については、指示する時期に指示する部数を提出する。



林道維持作業仕様書

第１ 一般

(1) この仕様書は、林道維持作業に適用するものとする。

(2) 作業の着手にあたっては監督員と十分打ち合せを行い、この作業の仕様はもとより当該

路線の状況、周辺での作業者の有無及び車両の入林状況等について、事前に把握して実施

するものとする。

第２ 路肩整備工

(1) 路肩整備工の区間、延長、刈幅は、作業内容説明書に示すところによるものとする。

(2) 路肩から雑草、笹、灌木等を地際より刈払うとともに、車両通行に支障となる障害物等

は路面外に除去するものとする。

(3) 見通しの悪い曲線区間等は障害物の除去を行い、安全視距の確保等の措置を講ずるもの

とする。

(4) 標準刈払い幅内にある残存立木等の処理は、監督員の指示によるものとする。

(5) 作業が完了したときは、路線ごとに監督員の検査を受けるものとする。

第３ 安全対策

(1) 作業開始に当たり、当日の作業現場起点付近に「作業中」の標識等を設置し、通行車両

に注意を喚起する措置を講ずるものとする。

(2) 当該路線の法面、路肩、路面及び周辺等で危険な状態を発見した場合は、作業を一時中

止する等により安全を確保するとともに、監督員に通報し指示を受けるものとする。

(3) 作業中、他の車両と交差する場合は、一時停止又は徐行する等、安全の確保に努めるも

のとする。

(4) 作業中は必ず作業灯を点灯し、林道内は安全速度で走行するものとする。

＊間接経費は森林整備(B)を適用とする。



林道 数量 単位 備考

温井野々海 7.2 km 野沢

朴ノ木沢 7.0 km 野沢

大沢 0.5 km 野沢

中津川 4.2 km 水内

中津川支線 3.9 km 水内

ブナの木 1.4 km 水内

木島山 6.2 km 木島平

大持 3.7 km 木島平

中ノ沢 1.5 km 木島平

高標 3.6 km 木島平

合計 39.2 km

作 業 内 容 説 明 書
路肩整備工

刈幅は1.5mを標準とする。



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 北信森林管理署

21S=1:50,000

位置図

飯山地区維持作業



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 北信森林管理署

22S=1:50,000

位置図

飯山地区維持作業


